
第 46 回信濃町地域公共交通協議会議事録（要旨）

日時：令和５年４月２７日（木）

午前 10時から

場所：信濃町役場第１・２会議室

１ 開会 産業観光課長（事務局長）の進行で開会

（成立報告）

委員出席状況は、総数 32 名中過半数以上の出席があるため、協議

会規約第 11 条２項規定により、本会議の成立要件を満たしている旨

を報告

２ 会長挨拶 会長（信濃町副町長）及び副会長（野尻区長）が欠席のため、産業観

光課長（事務局長）が代理。

（なお、議事進行について産業観光課長（事務局長）が務めることに

ついて提案し、承認。）

３ 議事

【議決事項】

事務局

【議決事項】

事務局

【議決事項】

事務局

委員Ａ

事務局

議事進行は産業観光課長（事務局長）

（１）議案第１号 令和４年度事業報告について

資料に基づき、（１）を説明

（質疑応答なし）

（決 議）原案のとおり承認

（２）議案第２号 令和４年度収入支出決算について

監査報告 会計監査報告

資料に基づき、（２）を説明

（質疑応答なし）

（決 議）原案のとおり承認

（３）議案第３号 令和５年度事業計画（案）について

資料に基づき、（３）を説明

（以下、質疑応答）

・令和４年度は観光客の交通利用促進という事業の報告がされている

が、令和５年度は観光客の交通利用促進事業については実施しないと

いうことでよいか。

・観光客の交通利用促進事業は、令和５年度より廃止となる。その代

わりに、観光タクシーの助成により対応していくという計画である。



【議決事項】

事務局

【議決事項】

事務局

【議決事項】

事務局

委員Ｂ

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ａ

（決 議）原案のとおり承認

（４）議案第４号 令和５年度収入支出予算（案）について

資料に基づき、（４）を説明

（質疑応答なし）

（決 議）原案のとおり承認

（５）令和６年度地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

資料に基づき、（５）を説明

（質疑応答なし）

（決 議）原案のとおり承認

（６）信濃町地域公共交通の再編の概要について

資料に基づき、（６）を説明

（以下、質疑応答）

・コロナ禍が去年から収まってきており、この夏は観光客が相当戻っ

てくるかと思う。観光対応のバスは廃止しタクシー券の助成をしてい

くとのことだが、タクシー券の予算の増額やタクシー会社へのサポー

トなどは検討しているか。

・現状、予算については前年と同じ額を計上しているが、夏場の利用

が増加した場合、通年分の見込みをみて予算要求できるよう検討して

いきたいと考えている。

・今年度に実証実験を行い、令和７年度にはある程度計画に沿ってや

りたいというのは分かったが、実証実験をして町が予測した人数の利

用が無かった場合はどのように対応するのか。

・実証実験のおかえりコスモス号については、実証期間の２ヶ月間に

どれだけの利用があるかを見るための試験だが、人数によっては改め

て時間が適正か、古間駅も必要なのかなどを夏以降に検討して、さら

に試験が必要であれば追加の実証実験をする必要があると考える。利

用実態が全く無いとなれば、住民のニーズが無いということになるの

で運行の必要がないという判断になる。

・実証実験の後にもう一度見直しをしていくという理解でよいか。



事務局

【議決事項】

事務局

委員Ｂ

事務局

・結果を踏まえて検討するということで考えている。

（決 議）原案のとおり承認

（７）しなの鉄道ダイヤ改正にともなう路線バス時刻表の一部改定に

ついて

資料に基づき、（６）を説明

（以下、質疑応答）

・路線バスに関連して、昨年１月の大雪の際に電車が２～３分遅れた

が、すでにバスが出てしまっており、観光案内所でお客様をお送りし

た経緯がある。鉄道会社とバス会社の連絡などあると思うが、電車が

遅れた際には、バスも少し融通を利かせる処置をしてもらえるよう再

確認してもらいたい。

・鉄道会社とバス会社に確認する。

（決 議）原案のとおり承認

４ その他 特になし

５ 閉会 産業観光課長（事務局長）の進行で閉会

（以上）


